
「都市・地域再生等利用区域指定」指定書 伝達式

◆令和２年12月16日、砂川市役所にて「都市・地域再生等利用区域指定」指定書の伝達式を行
いました。
◆札幌開発建設部 岩崎滝川河川事務所長から善岡砂川市長へ指定書が伝達され、砂川市長から
は「市、開発局、協議会の三者が一体となって観光の拠点となるよう整備を進めたい」とお話が
ありました。地域の活性化が進むことが期待されます。

国土交通省北海道開発局帯広開発建設部

（後列左から） 菊谷滝川河川事務所計画課長、関滝川河川事務所副所長 福士砂川市経済部長、近藤砂川市建設部長、小林砂川市建設部技監
（前列左から）岩崎滝川河川事務所長、善岡砂川市長、石家オアシスパークからゆめまちづくり協議会長


